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◇産業保健部◇

日医認定産業医制度研修会開催一覧

連絡先単位数主なテーマおよび講師開催場所開催日時

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）

生涯研修 専門2
・職場における喫煙対策

JR札幌病院保健管理部副部長 佐藤 広和

ホテル黒部
（北見市)
定員：30名
(事前に申し込みが必要です）

平成26年6月12日（木）
18：30～20：30

札幌市医師会
（011-611-4181）

基礎研修 後期2

生涯研修 専門2

・働く人々の健康管理－高血圧－JSH2014新ガイドラインに沿って

札幌医科大学保健医療学部看護学科基礎臨床医学講座教授
齋藤 重幸

札幌市医師会館
(札幌市）
定員：200名
参加費：1,000円
※札幌市産業医協議会会員は無料
（事前の申し込みは不要です）

平成26年6月17日（火）
18：30～20：30

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）

生涯研修
専門1・実地1

・産業医が知っておきたい化学物質の労働衛生管理

北海道労働保健管理協会産業保健部次長 相澤 和幸

※4月10日の同テーマの研修会を受講された方は受講不可

浦河ウエリントンホテル
(浦河町）
定員：30名
(事前に申し込みが必要です）

平成26年6月25日（水）
18：30～20：30

札幌市医師会
（011-611-4181）

基礎研修 後期2

生涯研修 専門2

・労働環境の変化に伴う今後の産業保健活動
－産業医への期待をこめて－（仮）

北海道大学環境健康科学研究教育センター特任教授
岸 玲子

札幌市医師会館
(札幌市）
定員：200名
参加費：1,000円
※札幌市産業医協議会会員は無料
（事前の申し込みは不要です）

平成26年7月10日（木）
18：30～20：30

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）

生涯研修
専門1・実地1

・産業医が知っておきたい化学物質の労働衛生管理

北海道労働保健管理協会産業保健部次長 相澤 和幸

※4月10日、6月25日の同テーマの研修会を受講された方は受講不可

留萌市中央公民館
(留萌市）
定員：30名
(事前に申し込みが必要です）

平成26年7月17日（木）
18：30～20：30

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）

生涯研修 専門2
・新型うつ病とは何か－職場の混乱を防ぐ－

札幌心身医療研究所長 久村 正也

苫小牧市医師会館
(苫小牧市）
定員：30名
(事前に申し込みが必要です）

平成26年7月25日（金）
18：30～20：30

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）

生涯研修
専門1・実地1

・産業医が知っておきたい呼吸用保護具
－フィットテストの実習－
北海道労働保健管理協会産業保健部次長 相澤 和幸

※4月17日、6月18日の同テーマの研修会を受講された方は受講不可

岩見沢平安閣
(岩見沢市）
定員：30名
(事前に申し込みが必要です）

平成26年8月19日（火）
18：30～20：30

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）

生涯研修 専門2

・一次予防対策のすすめ
－職場のメンタルヘルス対応から－

メンタルアシスト北海道代表 小林 幸太

北海道建設会館
(札幌市）
定員：50名
(事前に申し込みが必要です）

平成26年8月25日（月）
18：30～20：30

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）

生涯研修 専門2

・新型うつ病とは何か－職場の混乱を防ぐ－

札幌心身医療研究所長 久村 正也

※7月25日の同テーマの研修会を受講された方は受講不可

北海道建設会館
(札幌市）
定員：50名
(事前に申し込みが必要です）

平成26年9月12日（金）
18：30～20：30

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）

生涯研修 専門2

・職場における喫煙対策

JR札幌病院保健管理部副部長 佐藤 広和

※6月12日の同テーマの研修会を受講された方は受講不可

北海道建設会館
（札幌市)
定員：50名
(事前に申し込みが必要です）

平成26年10月9日（木）
18：30～20：30

注１：新規認定のためには、基礎研修50単位以上（前期研修14単位以上、実地研修10単位以上、後期研修26単位以上の合計50単位以上）の
修得が必要です（前期研修については、総論2単位・健康管理2単位・メンタルヘルス対策1単位・健康保持増進1単位・作業環境管理2
単位・作業管理2単位・有害業務管理2単位・産業医活動の実際2単位のそれぞれの単位修得が必須）。

注２：更新認定のためには、認定取得後の5年間に生涯研修20単位以上（更新研修、実地研修、専門研修各1単位以上の合計20単位以上）の
修得が必要です。


